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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】患者が確実にブリスタを一つずつ開封していく
ことのできる吸入デバイスを提供する。
【解決手段】吸入デバイス２００は，ブリスタカードの
搬送経路を形成する搬送レーン２１０と，搬送経路にお
いてブリスタカードの基部シートから蓋シートを剥離し
てブリスタ内の薬剤を露出させるピンチ機構２２０と，
搬送経路に配置されブリスタ内の薬剤が通過する吸入口
２３１を有するエアピース２３０と，ブリスタカードの
ブリスタがエアピース２３０の吸入口２３１と対面した
位置にあるときにブリスタカードの搬送を停止させる停
止レバー２４０と，を備える。この停止レバー２４０は
，ブリスタカードのパーフォレーションを形成する孔部
に差し込まれる係止爪２４１を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブリスタカード（１００）に封入された薬剤を，患者が吸入可能な位置に配置する吸入
デバイス（２００）であって，
　前記ブリスタカード（１００）は，
　　前記薬剤が装填される複数のブリスタ（１１１）を持つ基部シート（１１０）と，
　　前記基部シート（１１０）の前記ブリスタ（１１１）が開いた側の面に貼り合わされ
，前記ブリスタ（１１１）内に前記薬剤を封入する蓋シート（１２０）と，
　　前記基部シート（１１０）の前記ブリスタ（１１１）が突起した側の面に重ね合わさ
れるカードベース（１３０）と，を備え，
　前記カードベース（１３０）は，
　　前記複数のブリスタ（１１１）のそれぞれが嵌め込まれる複数の開口部（１３１）と
，
　　前記カードベース（１３０）の長手方向に沿って規則的に配置された複数の孔部によ
り形成されたパーフォレーション（１３２）と，を有するものであり，
　前記吸入デバイス（２００）は，
　　前記ブリスタカード（１００）の搬送経路を形成する搬送レーン（２１０）と，
　　前記搬送経路において，前記ブリスタカード（１００）の基部シート（１１０）から
前記蓋シート（１２０）を剥離して，前記ブリスタ（１１１）内の薬剤を露出させるピン
チ機構（２２０）と，
　　前記搬送経路に配置され，前記ブリスタ（１１１）内の薬剤が通過する吸入口（２３
１）を有するエアピース（２３０）と，
　　前記ブリスタカード（１００）の前記ブリスタ（１１１）が，前記エアピース（２３
０）の吸入口（２３１）と対面した位置にあるときに，前記ブリスタカード（１００）の
搬送を停止させる停止レバー（２４０）と，を備え，
　前記停止レバー（２４０）は，
　　前記パーフォレーション（１３２）を形成する孔部に差し込まれる係止爪（２４１）
を有する
　吸入デバイス。
【請求項２】
　前記ピンチ機構（２２０）は，
　　駆動ピンチローラ（２２１）と，
　　従動ピンチローラ（２２２）と，
　　前記駆動ピンチローラ（２２１）の回転軸に嵌装された駆動ギア（２２３）と，を有
し，
　　前記駆動ピンチローラ（２２１）が，前記従動ピンチローラ（２２２）との間で前記
ブリスタカード（１００）の蓋シート（１２０）を挟み込んで回転することにより，前記
基部シート（１１０）から前記蓋シート（１２０）を剥離しつつ，前記ブリスタカード（
１００）を搬送経路に沿って進行させるものであり，
　前記停止レバー（２４０）は，
　　前記駆動ギア（２２３）又はこれに連動するギアの歯に差し込まれるギア停止爪（２
４２）を，さらに有し，
　　前記係止爪（２４１）が前記ブリスタカード（１００）の前記パーフォレーション（
１３２）に差し込まれた状態のまま，前記ブリスタカード（１００）が前記搬送経路に沿
って進行したときに，前記停止レバー（２４０）全体がスライドし，前記ギア停止爪（２
４２）が前記巻き上げギア（２５０）又はこれに連動するギアの歯に差し込まれることで
，前記駆動ギア（２２３）又はこれに連動するギアの回転を停止させる
　請求項１に記載の吸入デバイス。
【請求項３】
　前記吸入デバイス（２００）は，
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　　巻き上げギア（２５０）と，
　　前記巻き上げギア（２５０）と回転軸を共有し，前記駆動ギア（２２３）に噛み合っ
て連動する連動ギア（２５１）と，をさらに有し，
　前記停止レバー（２４０）の前記ギア停止爪（２４２）は，前記巻き上げギア（２５０
）の歯に差し込まれる
　請求項２に記載の吸入デバイス。
【請求項４】
　前記吸入デバイス（２００）は，
　　前記巻き上げギア（２５０）に噛合する直線状のラックギア（２６１）を有する巻き
上げレバー（２６０）を，さらに備える
　請求項３に記載の吸入デバイス。
【請求項５】
　前記搬送レーン（２１０）は，直線状であり，
　前記エアピース（２３０）の吸入口（２３１）よりも搬送方向上流の搬送経路を形成す
る導入側の搬送レーン（２１１）と，
　前記エアピース（２３０）の吸入口（２３１）よりも搬送方向下流の搬送経路を形成す
る排出側の搬送レーン（２１２）と，を有する
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の吸入デバイス。
【請求項６】
　ブリスタカード（１００）に封入された薬剤を，患者が吸入可能な位置に配置する吸入
デバイス（２００）であって，
　前記ブリスタカード（１００）は，
　　前記薬剤が装填される複数のブリスタ（１１１）を持つ基部シート（１１０）と，
　　前記基部シート（１１０）に貼り合わされ，前記ブリスタ（１１１）内に前記薬剤を
封入する蓋シート（１２０）と，を備え，
　前記基部シート（１１０）及び前記蓋シート（１２０）の両方又はいずれか一方は，
　　その長手方向に沿って規則的に配置された複数の孔部により形成されたパーフォレー
ション（１３２）を有するものであり，
　前記吸入デバイス（２００）は，
　　前記ブリスタカード（１００）の搬送経路を形成する搬送レーン（２１０）と，
　　前記搬送経路上において，前記ブリスタカード（１００）の基部シート（１１０）か
ら前記蓋シート（１２０）を剥離して，前記ブリスタ（１１１）内の薬剤を露出させるピ
ンチ機構（２２０）と，
　　前記搬送経路上に配置され，前記ブリスタ（１１１）内の薬剤が通過する吸入口（２
３１）を有するエアピース（２３０）と，
　　前記ブリスタカード（１００）の前記ブリスタ（１１１）が，前記エアピース（２３
０）の吸入口（２３１）と対面した位置にあるときに，前記ブリスタカード（１００）の
搬送を停止させる停止レバー（２４０）と，を備え，
　前記停止レバー（２４０）は，
　　前記パーフォレーション（１３２）を形成する孔部に差し込まれる係止爪（２４１）
を有する
　吸入デバイス。
【請求項７】
　薬剤が封入されるブリスタカード（１００）であって，
　　前記薬剤が装填される複数のブリスタ（１１１）を持つ基部シート（１１０）と，
　　前記基部シート（１１０）に貼り合わされ，前記ブリスタ（１１１）内に前記薬剤を
封入する蓋シート（１２０）と，を備え，
　前記基部シート（１１０）及び前記蓋シート（１２０）の両方又はいずれか一方は，
　　その長手方向に沿って規則的に配置された複数の孔部により形成されたパーフォレー
ション（１３２）を有する
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　ブリスタカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，薬剤の吸入デバイスに関する。具体的に説明すると，本発明の吸入デバイス
は，例えば粉状の薬剤を患者に対して経口投与するためのものである。患者は，本発明の
吸入デバイスを介して薬剤を吸入することができる。
【背景技術】
【０００２】
　従来から，例えば気道の炎症を抑制したり気管支の拡張を促進させる薬剤を，患者に吸
入させるためのデバイスが知られている（特許文献１，特許文献２等）。このような吸入
デバイスは，患者自らの吸気力を利用して，粉末状の薬剤を炎症患部である気道や肺に対
して直接投与するものであるため，少量の薬剤であっても患部に集中的に塗布することが
でき，副作用の発生を抑制できると共に，効果の表出が早くなるという利点を有している
。
【０００３】
　特許文献１や特許文献２に示されるように，代表的な吸入デバイスのひとつでは，薬剤
を封入した帯状の医薬キャリアが渦状に巻かれた状態で収納される。帯状の医薬キャリア
は，長尺の基部シートと蓋シートの内面同士を貼り合わせて構成され，この基部シートに
は，薬剤を封入する空間をなすブリスタが，その長手方向に間隔をおいて複数形成されて
いる。基部シートには，必要となる薬剤の投薬回数分のブリスタが設けられ，各ブリスタ
内には，所望の薬剤が一度の投与に適した量だけ装填されている。薬剤の投薬時には，基
部シートから蓋シートが引き剥がされて，適量の薬剤が露出するようになっている。
【０００４】
　また，代表的な吸入デバイスのひとつは，基部シートを巻き取るためのスプールと，蓋
シートを巻き取るためのスプールとを備えており，これらのスプールを連動して回転させ
ることで，基部シートと蓋シートに張力を与える。基部シートと蓋シートに対し，互いに
反対方向への張力が加えられると，これらのシートは分離点において引き剥がされて，ブ
リスタに封入されていた薬剤が露出する。吸入デバイスには，両シートの分離点の近傍に
，薬剤を吸入するための吸入口が設けられている。このため，患者は，デバイスの吸入口
を通じて薬剤を吸入することができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００４－５１２１４７号公報
【特許文献２】特表２００５－５０６１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記した通り，医薬キャリアには，疾患の治療に必要な薬剤の投与回数分のブリスタが
設けられる。また，各ブリスタ内には，一度に服用する適量の薬剤が封入されている。こ
のため，患者は，各ブリスタ内の薬剤を適切な時間に吸入することで，適切な回数に分け
て，適量の薬剤を過不足なく服用することができるようになっている。しかしながら，上
記した一般的な吸入デバイスでは，患者が手動で基部シート又は蓋シートを巻き取るスプ
ールを回転させてブリスタを開封し，ブリスタ内の薬剤を吸入するようになっている。こ
のため，例えば，患者が勢い余ってスプールを回転させ過ぎてしまったような場合，一度
に２個以上のブリスタが開封されるという恐れがある。そうすると，患者が，一度に服用
すべき適量を超えた量の薬剤を吸入してしまったり，必要な回数に分けて薬剤を服用する
ことができなくなってしまうという問題が生じていた。他方，患者がスプールを回転させ
る力が弱いと，ブリスタが完全に開封されずに，一部だけ開封されるという恐れもある。
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このような場合，患者が吸入を行なってもブリスタ内に薬剤が残ることもあり，適量の薬
剤を服用することができないという問題が生じていた。
【０００７】
　このため，現在では，患者がブリスタを一つずつ確実に開封していくことができ，適切
な回数に分けて，適量の薬剤を吸入することが容易な吸入デバイスが求められている。
【０００８】
　また，従来の吸入デバイスは，使い捨てのものが多く，一つの医薬キャリアを使用し終
えた後，デバイスごと廃棄する必要のあるものが存在していた。また，医薬キャリアを交
換可能な場合であっても，一つの医薬キャリアに含まれる全てのブリスタを開封し終えた
後には，吸入デバイスの筐体を解体して，筐体の中から使用済みの医薬キャリアを取り出
し，新しい医薬キャリアを渦状に巻いて装着し直す必要があった。このように，従来の吸
入デバイスでは，医薬キャリアを交換可能なものであっても，それを交換する際の作業が
煩雑なものとなっていた。
【０００９】
　このため，現在では，さらに，使用済みの医薬キャリアを簡単に交換することのできる
吸入デバイスが求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで，本発明の発明者は，上記の従来発明の問題点を解決する手段について鋭意検討
した結果，薬剤が封入された複数のブリスタを有するブリスタカードに，パーフォレーシ
ョンを形成し，このパーフォレーションの進行に連動して，ブリスタカードの進行を停止
させる停止機構（停止レバー）を駆動させることにより，使用者がブリスタを一つずつ開
封していくことが容易になるという知見を得た。そして，本発明者は，上記知見に基づけ
ば，従来技術の課題を解決できることに想到し，本発明を完成させた。
　具体的に説明すると，本発明は以下の構成を有する。
【００１１】
　本発明の第１の側面は，吸入デバイスに関する。
　本発明の吸入デバイス２００は，ブリスタカード１００に封入された薬剤を，患者が吸
入可能な位置に配置する装置である。
　本発明の吸入デバイス２００の一実施形態において，ブリスタカード１００は，基部シ
ート１１０と，蓋シート１２０と，カードベース１３０を備える。
　基部シート１１０は，薬剤が装填される複数のブリスタ１１１を持つ。
　蓋シート１２０は，基部シート１１０のブリスタ１１１が開いた側の面に貼り合わされ
，ブリスタ１１１内に薬剤を封入する。
　カードベース１３０は，基部シート１１０のブリスタ１１１が突起した側の面に重ね合
わされる。また，カードベース１３０は，複数の開口部１３１と，パーフォレーション１
３２を有している。複数の開口部１３１には，カードベース１３０と基部シート１１０が
重なりあったときに，複数のブリスタ１１１のそれぞれが嵌め込まれる。パーフォレーシ
ョン１３２は，カードベース１３０の長手方向に沿って規則的に配置された複数の孔部に
より形成されている。
　そして，本発明の吸入デバイス２００は，搬送レーン２１０と，ピンチ機構２２０と，
エアピース２３０と，停止レバー２４０を備えている。
　搬送レーン２１０は，ブリスタカード１００の搬送経路を形成する。
　ピンチ機構２２０は，搬送経路上において，ブリスタカード１００の基部シート１１０
から蓋シート１２０を剥離して，ブリスタ１１１内の薬剤を露出させる。
　エアピース２３０は，搬送経路に配置されており，ブリスタ１１１内の薬剤が通過する
吸入口２３１を有する。
　停止レバー２４０は，ブリスタカード１００のブリスタ１１１が，エアピース２３０の
吸入口２３１と対面した位置にあるときに，ブリスタカード１００の搬送を停止させる。
ここで，この停止レバー２４０は，ブリスタカード１００のパーフォレーション１３２を
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形成する孔部に差し込まれる係止爪２４１を有している。
【００１２】
　上記構成のように，本発明の吸入デバイス２００は，ブリスタカード１００の搬送を停
止させる停止レバー２４０を備え，この停止レバー２４０は，ブリスタカード１００に形
成されたパーフォレーション１３２に差し込まれる係止爪２４１を有している。このよう
に，停止レバー２４０の係止爪２４１がブリスタカード１００のパーフォレーション１３
２に差し込まれる構成を有していることで，停止レバー２４０は，ブリスタカード１００
の進行に連動するようになり，適切な位置で，ブリスタカード１００の進行を停止させる
ことが可能になる。ここにいう，ブリスタカード１００の進行を停止させる「適切な位置
」とは，ブリスタ１１１が一つだけ開封されて，且つ，この開封された一つのブリスタ１
１１がエアピース２３０の吸入口２３１と対面した位置である。このように，ブリスタカ
ード１００の進行に連動させて，ブリスタカード１００を停止させることで，患者は，確
実にブリスタを一つずつ開封していくことができるようになる。
【００１３】
　本発明の吸入デバイス２００において，ピンチ機構２２０は，駆動ピンチローラ２２１
と，従動ピンチローラ２２２と，駆動ピンチローラ２２１の回転軸に嵌装された駆動ギア
２２３と，を有するものであることが好ましい。この場合，ピンチ機構２２０は，駆動ピ
ンチローラ２２１が，従動ピンチローラ２２２との間でブリスタカード１００の蓋シート
１２０を挟み込んで回転することにより，基部シート１１０から蓋シート１２０を剥離し
つつ，ブリスタカード１００を搬送経路に沿って進行させる。
　また，本発明の吸入デバイス２００において，停止レバー２４０は，駆動ギア２２３又
はこれに連動するギアの歯に差し込まれるギア停止爪２４２を，さらに有することが好ま
しい。この場合，停止レバー２４０は，係止爪２４１がブリスタカード１００のパーフォ
レーション１３２に差し込まれた状態のまま，ブリスタカード１００が搬送経路に沿って
進行したときに，停止レバー２４０全体がスライドし，ギア停止爪２４２が巻き上げギア
２５０又はこれに連動するギアの歯に差し込まれることで，駆動ギア２２３又はこれに連
動するギアの回転を停止させる。
【００１４】
　上述したように，本発明では，ブリスタカード１００がパーフォレーション１３２を有
しており，吸入デバイス２００の停止レバー２４０がパーフォレーション１３２に差し込
まれる係止爪２４１を有しているため，ブリスタカード１００の進行に伴って停止レバー
２４０がスライドする。そして，停止レバー２４０がスライドしたときに，この停止レバ
ー２４０に備えられたギア停止爪２４２が，ブリスタカード１００を進行させるピンチ機
構２２０を駆動するためのギアに噛み込むようになっている。このように，ギア停止爪２
４２がピンチ機構２２０を駆動させるギアに噛み込むことで，このギアの回転が停止し，
結果として，ブリスタカード１００の進行も停止する。このようにして，ブリスタカード
１００の進行に連動して，停止レバー２４０がピンチ機構２２０の駆動を停止させるため
，患者がブリスタを一つずつ開封しやすくなる。さらに，本発明では，略直線状のブリス
タカード１００を吸入デバイス２００に差し込んで使用することができ，その使用済みの
ブリスタカード１００は，そのまま吸入デバイス２００の排出口から排出されるものであ
るため，ブリスタカード１００の補充及び交換を極めて容易に行うことができる。
【００１５】
　本発明の吸入デバイス２００は，巻き上げギア２５０と，巻き上げギア２５０と回転軸
を共有し駆動ギア２２３に噛み合って連動する連動ギア２５１と，をさらに有することが
好ましい。この場合，停止レバー２４０のギア停止爪２４２は，巻き上げギア２５０の歯
に差し込まれることが好ましい。
【００１６】
　上記構成のように，駆動ピンチローラ２２１に取り付けられた駆動ギア２２３とは別に
，巻き上げギア２５０と連動ギア２５１を設け，この巻き上げギア２５０にギア停止爪２
４２が噛み込むようにすることで，吸入デバイス２００全体の設計の自由度が高まる。
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【００１７】
　本発明の吸入デバイスは，巻き上げギア２５０に噛合する直線状のラックギア２６１を
有する巻き上げレバー２６０を，さらに備えることが好ましい。
【００１８】
　上記構成のように，吸入デバイス２００に巻き上げレバー２６０を設け，この巻き上げ
レバー２６０に，巻き上げギア２５０と噛合するラックギア２６１を形成することで，巻
き上げレバー２６０をスライドするだけで，ブリスタカード１００が進行するようになる
ため，患者にとって，ブリスタの開封作業が簡単になる。
【００１９】
　本発明の吸入デバイス２００において，搬送レーン２１０は，直線状であることが好ま
しい。
　この場合に，搬送レーン２１０は，エアピース２３０の吸入口２３１よりも搬送方向上
流の搬送経路を形成する導入側の搬送レーン２１１と，エアピース２３０の吸入口２３１
よりも搬送方向下流の搬送経路を形成する排出側の搬送レーン２１２と，を有することが
好ましい。
【００２０】
　上記構成のように，ブリスタカード１００の搬送レーン２１０が直線状であることによ
り，より確実に，ブリスタを一つずつ開封することが可能になる。すなわち，従来の吸入
デバイスは，帯状の薬剤キャリアが渦状に巻かれて収納され，薬剤キャリアの搬送経路も
円弧状となっていたため，ブリスタの開封作業の制御が難しく，ブリスタが複数個同時に
開封されてしまったり，ブリスタを完全に開封することが難しくなる恐れがあった。この
点，本発明では，吸入デバイスの構造を刷新し，直線状の搬送レーン２１０を設け，ブリ
スタカード１００が直線的な搬送経路を進行する構造としている。これにより，本発明の
吸入デバイスにおいては，ブリスタの開封点の前後近傍において，ブリスタカード１００
が直線的に延びた状態で搬送されるため，ブリスタカード１００のブリスタを一つひとつ
確実に開封できるようになっている。
【００２１】
　本発明の吸入デバイスの他の実施形態において，ブリスタカード１００は，薬剤が装填
される複数のブリスタ１１１を持つ基部シート１１０と，基部シート１１０に貼り合わさ
れブリスタ１１１内に薬剤を封入する蓋シート１２０とによって構成され，基部シート１
１０及び蓋シート１２０の両方又はいずれか一方に，その長手方向に沿って規則的に配置
された複数の孔部により形成されたパーフォレーション１３２を有している。
【００２２】
　上記構成のように，本発明の吸入デバイスでは，上記したカードベース１３０を省略し
，その代わりに，基部シート１１０及び／又は蓋シート１２０に，パーフォレーション１
３２を形成したものを扱うことも可能である。
【００２３】
　本発明の第２の側面は，薬剤を収納したブリスタを有するブリスタカードに関する。
　本発明のブリスタカード１００は，薬剤が装填される複数のブリスタ１１１を持つ基部
シート１１０と，基部シート１１０に貼り合わされブリスタ１１１内に薬剤を封入する蓋
シート１２０と，を備える。ここで，基部シート１１０及び蓋シート１２０の両方又はい
ずれか一方は，その長手方向に沿って規則的に配置された複数の孔部により形成されたパ
ーフォレーション１３２を有する。
【００２４】
　上記構成を有するブリスタカード１００は，本発明の第１の側面に係る吸入デバイスを
利用すれば，そのブリスタを一つずつ開封し易くなっている。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば，患者が確実にブリスタを一つずつ開封していくことができ，適切な回
数に分けて，適量の薬剤を吸入することが容易な吸入デバイス及びブリスタカードを提供
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することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は，本発明の一実施形態に係るブリスタカードの構成を示している。
【図２】図２は，本発明の一実施形態に係る吸入デバイスの内部機構を示している。
【図３】図３は，ブリスタカードが吸入デバイスにセットされた初期状態を示している。
【図４】図４は，ブリスタカードの蓋シートが吸入デバイスのピンチ機構に導入される様
子を示している。
【図５】図５は，ピンチ機構の動作の説明図であり，主としてピンチ機構を抽出して描画
している。
【図６】図６は，ブリスタカードが吸入デバイスを進行する様子を示している。
【図７】図７は，ブリスタカードの進行を停止させる機構の説明図であり，主として停止
機構を抽出して描画している。
【図８】図８は，ブリスタカードのブリスタがすべて開封された後の状態を示している。
【図９】図９は，本発明の他の実施形態に係るブリスタカードの構成を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下，図面を用いて本発明を実施するための形態について説明する。本発明は，以下に
説明する形態に限定されるものではなく，以下の形態から当業者が自明な範囲で適宜修正
したものも含む。
【００２８】
（１．ブリスタカード：第１の実施形態）
　図１は，本発明において用いられるブリスタカードの構造を説明するための図である。
図１では，ブリスタカードの第１の実施形態を示している。図１（ａ）は，ブリスタカー
ドの分解斜視図であり，図１（ｂ）は，組立状態のブリスタカードを裏側からみた斜視図
であり，図１（ｃ）は，組立状態のブリスタカードを表側からみた斜視図である。図１（
ａ）に示されるように，本実施形態において，ブリスタカード１００は，基部シート１１
０と，蓋シート１２０と，カードベース１３０とにより構成される。
【００２９】
　基部シート１１０は，帯状に形成された長尺のシート部材である。基部シート１１０は
，その長手方向に沿って規則的に並んだ複数のブリスタ１１１を有している。ブリスタ１
１１は，基部シート１１０に設けられた窪みによって形成される。このため，基部シート
１１０の表面側は，ブリスタ１１１が開口した面となっており，基部シート１１０の裏面
側は，ブリスタ１１１が突起した面となっている。ブリスタ１１１の数は適宜調整可能で
あるが，例えば，３個～３０個，７個～２１個，又は１０個～１４個とすればよい。複数
のブリスタ１１１のそれぞれには，基本的に，薬剤１１２が装填される。
【００３０】
　基部シート１１０のブリスタ１１１に装填される薬剤は，粉状であることが好ましい。
ただし，ブリスタ１１１には，液状の薬剤や固形の錠剤等を入れることも可能である。本
発明の吸入デバイスは，特に，喘息，慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ），気管支炎，又は胸
部感染のような呼吸器疾患治療用の薬剤を，患者に経口投薬する用途として好適に利用で
きる。薬剤は，公知のものを使用すればよい。例えば，ブリスタ１１１に装填する薬剤は
，コデイン，ジヒドロモルヒネ，エルゴタミン，フェンタニル又はモルヒネ等の鎮痛薬や
；　ジルチアゼム等の狭心症薬，クロモグリク酸化合物やケトチフェン又はネドクロミル
等の抗アレルギー薬；　セファロスポリン類又はペニシリン類等の抗感染薬；　メタピリ
レン等の抗ヒスタミン薬；　ベクロメタゾン，フルチカゾン又はフルニソリド等の抗炎症
剤；　ノスカピン等の鎮咳薬；　アルブテロー，サルメテロール，エフェドリン，アドレ
ナリン又はフェノテロール等の気管支拡張薬の中の１種類又は複数種類を選択することが
できる。
【００３１】
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　蓋シート１２０は，基部シート１１０のブリスタ１１１が開口した面に貼り合わされる
，帯状に形成された長尺のシート部材である。基部シート１１０と蓋シート１２０は，互
いに剥離可能な態様で接合される。このように，基部シート１１０と蓋シート１２０を貼
り合わせることで，基部シート１１０のブリスタ１１１が密閉される。図１（ａ）等に示
されるように，蓋シート１２０は，基部シート１１０よりも長くなっており，長手方向の
一方側の先端部分１２１が，基部シート１１０から延出していることが好ましい。このよ
うに，蓋シート１２０の先端部分１２１を基部シート１１０から延出させることで，蓋シ
ート１２０を基部シート１１０から引き剥がしやすくなる。蓋シート１２０の先端部分１
２１は，例えば，５ｍｍ～２０ｍｍ程度延出していることが好ましい。また，ブリスタカ
ード１００は，蓋シート１２０が基部シート１１０から延出した側が，吸入デバイス２０
０に導入される際の先頭側となる。基部シート１１０と蓋シート１２０は，それぞれプラ
スチック材料，アルミニウム材料，又はこれらの積層体によって形成されていることが好
ましい。基部シート１１０と蓋シート１２０の接合には，公知の接着剤や，ヒートシール
等の接合方法を採用することができる。
【００３２】
　カードベース１３０は，基部シート１１０及び蓋シート１２０を支持する基盤となる長
尺の板状部材である。カードベース１３０は，例えば，硬質のプラスチックや金属により
形成されたものであることが好ましい。カードベース１３０は，基部シート１１０及び蓋
シート１２０を合わせた厚さよりも厚く形成されていることが好ましく，例えば，カード
ベース１３０の厚みは，０．５ｍｍ～５ｍｍ，又は１ｍｍ～３ｍｍ程度であることが好ま
しい。図１（ａ）等に示されるように，カードベース１３０は，幅方向の中心部分に，長
手方向に沿って規則的な間隔で形成された複数の開口部１３１を有している。カードベー
ス１３０の開口部１３１は，図１（ｂ）に示されるように，基部シート１１０のブリスタ
１１１により形成された突起が嵌り込むようになっている。すなわち，カードベース１３
０の各開口部１３１の形状と配置は，ブリスタ１１１の配置と形状に対応したものとなっ
ている。このようにして，カードベース１３０は，基部シート１１０のブリスタ１１１が
突起した側の面に重ね合わされる。
【００３３】
　また，カードベース１３０は，開口部１３１の列よりも幅方向外側寄りの位置に，長手
方向に沿って規則的な間隔で複数の孔部が設けられることにより，パーフォレーション１
３２が形成されている。パーフォレーション１３２をなす各孔部は，開口面積が，開口部
１３１よりも小径となっている。パーフォレーション１３２をなす複数の孔部を設ける間
隔は，例えば，複数の開口部１３１の間隔に対応したものであればよい。複数の孔部の間
隔と，複数の開口部１３１の間隔は同一であるか，整数倍となっていることが好ましい。
パーフォレーション１３２は，カードベース１３０の側部の一方に設ければ十分であるが
，カードベース１３０の両側部に設けることとしてもよい。
【００３４】
　さらに，カードベース１３０は，長手方向の一方側（先頭側）に，切欠部１３３が形成
されている。このようにカードベース１３０の先端に切欠部１３３が形成されていること
により，図１（ｂ）に示すように，基部シート１１０，蓋シート１２０，及びカードベー
ス１３０を重ね合わせた際に，蓋シート１２０の先端部分１２１が，カードベース１３０
の切欠部１３３において突出した状態となる。このように，蓋シート１２０の先端部分１
２１は，カードベース１３０の切欠部１３３において，はみ出したものであることが好ま
しい。
【００３５】
（２．吸入デバイス）
　図２は，本発明の吸入デバイスの基本構造を示す斜視図である。図２では，吸入デバイ
ス２００の筐体の内部機構を模式的に示している。吸入デバイス２００の筐体については
図示を省略するが，筐体の形状は，図２に示された内部機構を収納可能なものであればよ
い。例えば，筐体の形状は略直方形とすればよい。
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【００３６】
　図２に示されるように，吸入デバイス２００は，基本的に，搬送レーン２１０と，ピン
チ機構２２０と，エアピース２３０と，停止レバー２４０と，巻き上げギア２５０と，巻
き上げレバー２６０と，蓋シート折曲片２７０と，を有している。搬送レーン２１０は，
ブリスタカード１００が載置されるものであり，ブリスタカード１００の搬送経路を形成
している。ピンチ機構２２０は，ブリスタカード１００の蓋シート１２０を引張して，こ
の蓋シート１２０を基部シート１１０から剥離させると共に，ブリスタカード１００を搬
送レーン２１０の搬送経路に沿って進行させる。エアピース２３０は，ブリスタカード１
００のブリスタ１１１内に封入されている薬剤が通過する吸入口を有しており，患者は，
エアピース２３０を介して薬剤を吸入することができる。停止レバー２４０は，ブリスタ
カード１００の進行に応じて，ピンチ機構２２０の駆動を停止させ，その結果として，ブ
リスタカード１００の進行を停止させる。巻き上げギア２５０は，ピンチ機構２２０と巻
き上げレバー２６０を連動させる。巻き上げレバー２６０は，ピンチ機構２２０に連動し
ており，巻き上げレバー２６０を押し込むことで，ピンチ機構２２０が駆動する。蓋シー
ト折曲片２７０は，蓋シート１２０の先端部分を折り曲げて，この先端部分をピンチ機構
２２０へと導入する。
　以下，吸入デバイス２００の動作と共に，上記した各部の構造について詳しく説明する
。
【００３７】
　図３は，ブリスタカード１００を，吸入デバイス２００にセットした初期状態を示して
いる。図３に示されるように，ブリスタカード１００は，吸入デバイス２００の搬送レー
ン２１０上に載置される。例えば，吸入デバイス２００の筐体（図示省略）にブリスタカ
ード１００を挿し込むための横穴を設けて，この横穴に挿し込まれたブリスタカード１０
０が，搬送レーン２１０上にセットされるようにすればよい。本実施形態において，吸入
デバイス２００は，ブリスタカード１００の蓋シート１２０が搬送レーン２１０に接する
ように載置されることを想定して設計されている。このため，シート状部材である基部シ
ート１１０と蓋シート１２０は，搬送レーン２１０とカードベース１３０との間に挟み込
まれた状態となる。また，図３に示されるように，ブリスタカード１００は，カードベー
ス１３０に切欠部１３３が形成された側，すなわち蓋シート１２０の先端部分１２１が基
部シート１１０から延出した側を先頭にして，搬送レーン２１０上にセットされる。
【００３８】
　また，図３に示されるように，本実施形態において，搬送レーン２１０は，直線状の搬
送経路を形成している。このため，ブリスタカード１００は，搬送レーン２１０に沿って
直線的に進行する。搬送レーン２１０は，エアピース２３０の吸入口２３１よりも搬送方
向上流の搬送経路を形成する導入側の搬送レーン２１１と，エアピース２３０の吸入口２
３１よりも搬送方向下流の搬送経路を形成する排出側の搬送レーン２１２とに分かれてい
る。導入側の搬送レーン２１１と排出側の搬送レーン２１２は，共に直線状の搬送経路を
形成しており，ブリスタカード１００は，導入側の搬送レーン２１１から排出側の搬送レ
ーン２１２に向かって進行する。このように，搬送レーン２１０が平坦な直線状で形成さ
れていることにより，ブリスタカード１００も平坦に延びた状態で搬送されるようになる
。従って，ブリスタカード１００をなす基部シート１１０と蓋シート１２０が比較的軟質
なシート状部材であっても，搬送レーン２１０に載置することでまっすぐ延びた状態とな
るため，基部シート１１０から蓋シート１２０を引き剥がして，ブリスタ１１１内の薬剤
を取り出しやすくなる。また，搬送レーン２１０の導入側２１１と排出側２１２が共に直
線状であり，ブリスタカード１００をなす基部シート１１０と蓋シート１２０は，吸入デ
バイス２００に導入されてから排出されるまでの間，継続的に硬質な搬送レーン２１０と
カードベース１３０の間に挟まれて平坦な状態となっている。このため，本発明の吸入デ
バイス２００は，蓋シート１２０を引張することで，基部シート１１０から剥離させやす
い構造となっている。
【００３９】



(11) JP 2015-37466 A 2015.2.26

10

20

30

40

50

　図４（ａ）は，図３に示した状態から，ブリスタカード１００がさらに奥へと押し込ま
れた状態を示している。また，図４（ｂ）は，図４（ａ）に示された吸入デバイス２００
の拡大側面図である。図４（ａ）（ｂ）に示されるように，ブリスタカード１００が押し
込まれると，ブリスタカード１００の先端部分は，蓋シート１２０を基部シート１１０か
ら引き剥がすピンチ機構２２０の位置する部分まで到達する。具体的に説明すると，搬送
レーン２１０の中央付近には，中央開口部２１３が形成されており，この中央開口部２１
３内にピンチ機構２２０とエアピース２３０が配置されている。ピンチ機構２２０は，ブ
リスタカード１００の搬送経路の下方，すなわち蓋シート１２０に対面する側に位置して
おり，蓋シート１２０を下方へと引張するための構成を備える。
【００４０】
　また，図４（ａ）（ｂ）に示されるように，ピンチ機構２２０及びブリスタカード１０
０の搬送経路の上方には，蓋シート折曲片２７０が設けられている。蓋シート折曲片２７
０は，片本体２７１の一方側に支軸２７２を有し，片本体２７１の他方側に下方に向かっ
て突起した折曲爪２７３を有している。支軸２７２は筐体などの固定部材（図示省略）に
回動可能に固定されており，蓋シート折曲片２７０は，支軸２７２を回転軸として回動す
るようになっている。また，蓋シート折曲片２７０は，バネ部材等（図示省略）によって
下方に付勢されている。このため，ブリスタカード１００が押し込まれて，その先頭部分
が蓋シート折曲片２７０の折曲爪２７３の下方に到達すると，カードベース１３０の切欠
部１３３に位置している蓋シート１２０の先端部分１２１が，折曲爪２７３によって下方
へと押し曲げられる。すなわち，上述したように，ブリスタカード１００は蓋シート１２
０の先端部分１２１が基部シート１１０よりも延出しているため，この延出した蓋シート
１２０の先端部分１２１のみが，折曲爪２７３によって下方に向かって折り曲げられるよ
うになっている。このようにして下方に折り曲げられることで，蓋シート１２０の先端部
分１２１は，ピンチ機構２２０へと導入される。
【００４１】
　図５は，ピンチ機構２２０とそれに連動する機構を抽出して描画した模式図である。図
５に示されるように，ピンチ機構２２０は，駆動ピンチローラ２２１と，従動ピンチロー
ラ２２２と，駆動ギア２２３と，を有する。駆動ピンチローラ２２１の回転軸２２１ａに
は，駆動ギア２２３が嵌装されており，駆動ギア２２３が回転することで，駆動ピンチロ
ーラ２２１も回転する。従動ピンチローラ２２２は，駆動ピンチローラ２２１との間でブ
リスタカード１００の蓋シート１２０を引張する。本実施形態において，従動ピンチロー
ラ２２２は，エアピース２３０の左右の側壁に，一つずつ設けられている。このため，本
実施形態において，ピンチ機構２２０とエアピース２３０は隣接した位置に配置されてい
る。
【００４２】
　また，本実施形態においては，駆動ギア２２３を回転させるための機構として，巻き上
げギア２５０と，巻き上げレバー２６０が設けられている。巻き上げギア２５０の回転軸
２５０ａには，連動ギア２５１が嵌装されており，この連動ギア２５１が，駆動ピンチロ
ーラ２２１を回転させるための駆動ギア２２３と噛み合っている。また，巻き上げレバー
２６０は，板状又は棒状のレバー本体２６１に，直線状のラックギア２６２が形成されて
おり，このラックギア２６２が巻き上げギア２５０と噛み合っている。さらに具体的に説
明すると，巻き上げギア２５０及び連動ギア２５１の回転軸２５０ａと，駆動ピンチロー
ラ２２１及び駆動ギア２２３の回転軸２２１ａは，支持ブロック２２４に取り付けられて
いる。すなわち，巻き上げギア２５０の回転軸２５０ａと，駆動ピンチローラ２２１の回
転軸２２１ａは，支持ブロック２２４によって連結している。
【００４３】
　続いて，上記ピンチ機構２２０の動作について説明する。ピンチ機構２２０は，図５（
ａ）示された状態から，図５（ｂ）に示された状態へと遷移する。すなわち，図５（ａ）
（ｂ）に示されるように，巻き上げレバー２６０を，図５（ｂ）に示した矢印の方向へと
押し込むと，巻き上げレバー２６０のラックギア２６２に噛合している巻き上げギア２５
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０が回転する。巻き上げギア２５０が回転すると，その回転トルクによって，巻き上げギ
ア２５０の回転軸２５５ａが取り付けられている支持ブロック２２４が回動する。支持ブ
ロック２２４の回動により，駆動ピンチローラ２２１の回転軸２２１ａが持ち上がる。そ
うすると，駆動ピンチローラ２２１の外周面が，エアピース２３０に取り付けられている
従動ピンチローラ２２２の外周面に当接するようになる。また，図５においては図示が省
略されているが，駆動ピンチローラ２２１と従動ピンチローラ２２２が当接する際に，そ
れらのローラの間に，ブリスタカード１００の蓋シート１２０が挟み込まれる。そして，
駆動ピンチローラ２２１と従動ピンチローラ２２２の間に蓋シート１２０が挟み込まれた
状態で，巻き上げレバー２６０がさらに押し込まれる。巻き上げレバー２６０が押し込ま
れると，巻き上げギア２５０が回転すると共に，巻き上げギア２５０と回転軸２５０ａを
共有する連動ギア２５１も回転する。さらに，連動ギア２５１が回転すると，駆動ギア２
２３が回転すると共に，駆動ギア２２３と回転軸２２１ａを共有する駆動ピンチローラ２
２１が回転する。このようにして，駆動ピンチローラ２２１が回転することにより，駆動
ピンチローラ２２１と従動ピンチローラ２２２に挟み込まれている蓋シート１２０が下方
へと引張される。また，ピンチ機構２２０により蓋シート１２０が引張されると，この蓋
シート１２０は，基部シート１１０から剥離される。基部シート１１０から蓋シート１２
０が剥離されることにより，ブリスタ１１１内の薬剤が露出する。さらに，ピンチ機構２
２０により蓋シート１２０が引張されることで，ブリスタカード１００全体が搬送経路に
沿って進行する。
【００４４】
　また，ブリスタ１１１内の薬剤が露出する位置には，エアピース２３０の吸入口２３１
が設けられている。エアピース２３０の吸入口２３１は貫通した孔であり，吸入デバイス
２００の筐体の外部へと通じている。このため，患者は，エアピース２３０を咥えて吸気
することで，エアピース２３０の吸入口２３１を通じて薬剤を吸入することができる。
【００４５】
　図６（ａ）は，図４（ａ）に示された状態から，ブリスタカード１００がさらに進行し
た状態を示している。また，図６（ｂ）は，ギア機構を抽出して示している。図６（ａ）
（ｂ）に示されるように，ブリスタカード１００が進行すると，基部シート１１０及びカ
ードベース１３０は，直線的な搬送経路に沿って，導入側の搬送レーン２１１から排出側
の搬送レーン２１２へと進む。他方，蓋シート１２０は，ブリスタカード１００が進行す
ると共に，ピンチ機構２２０によって引張されて下方へと進んでいく。
【００４６】
　続いて，図７を参照して，ブリスタカード１００の進行を適切な位置で停止させるため
の機構について説明する。図７に示されるように，本発明の吸入デバイス２００は，ブリ
スタカード１００の進行を適切な位置で停止させる機構として，停止レバー２４０を備え
ている。停止レバー２４０は，ブリスタカード１００の搬送経路の上方に位置している。
停止レバー２４０は，図７（ａ）に示された状態から，図７（ｂ）の状態を経て，図７（
ｃ）の状態へと遷移して，ブリスタカード１００の進行を停止させる。
【００４７】
　図７及び図２に示されるように，停止レバー２４０は，レバー本体２４３と，レバー本
体２４３の一部に形成された係止爪２４１と，レバー本体２４３の一部に形成されたギア
停止爪２４２と，スライド開口部２４４を有している。
　停止レバー２４０の係止爪２４１は，下方に向かって突出しており，係止爪２４１の先
端は，ブリスタカード１００のパーフォレーション１３２の孔部に差し込み可能となって
いる。図７（ａ）に示されるように，ブリスタカード１００が吸入デバイス２００にセッ
トされた初期の状態においては，停止レバー２４０の係止爪２４１は，ブリスタカード１
００のパーフォレーション１３２には差し込まれておらず，ブリスタカード１００の上に
逃げた状態となっている。その後，図７（ｂ）に示されるように，ブリスタカード１００
が奥へと押し込まれて，係止爪２４１の下方にパーフォレーション１３２の孔部が到達す
ると，係止爪２４１は落下して，パーフォレーション１３２の孔部に差し込まれる。
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【００４８】
　停止レバー２４０は，係止爪２４１がブリスタカード１００のパーフォレーション１３
２に差し込まれると，ブリスタカード１００の進行に追従するように，ブリスタカード１
００と共にスライドするようになる。すなわち，図７及び図２に示されているように，停
止レバー２４０は，レバー本体２４３に，スライド開口部２４４が形成されている。また
，停止レバー２４０のスライド開口部２４４には，搬送レーン２１０に設けられた突起部
２１４が差し込まれている（図２参照）。停止レバー２４０のスライド開口部２４４には
，停止レバー２４０が前後にスライド可能なように，ある程度の遊び（空間）を設けて，
突起部２１４が差し込まれている。このように，停止レバー２４０は，搬送レーン２１０
に，前後に移動可能な遊びをもって取り付けられている。また，図２に示されるように，
搬送レーン２１０の側面等には，停止レバー２４０のスライド移動を規制するストッパ２
１５が設けられていてもよい。
【００４９】
　上記構成を有することから，停止レバー２４０は，係止爪２４１がブリスタカード１０
０のパーフォレーション１３２に差し込まれた状態のまま，ブリスタカード１００が進行
すると，ブリスタカード１００の進行に追従して，ブリスタカード１００と共にスライド
する。そして，停止レバー２４０がブリスタカード１００と同一方向にスライドすると，
図７（ｃ）に示されるように，停止レバー２４０のレバー本体２４３に設けられたギア停
止爪２４２が，巻き上げギア２５０の側面に形成された歯に差し込まれる。巻き上げギア
２５０は，ギア歯にギア停止爪２４２が差し込まれた状態では，回転しない。また，上述
した通り，巻き上げギア２５０は，ピンチ機構２２０の駆動ピンチローラ２２１を回転さ
せる駆動ギア２２３に連動している。さらに，ピンチ機構２２０は，ブリスタカード１０
０を進行させるための機構である。このため，巻き上げギア２５０の回転が停止すること
で，ピンチ機構２２０も停止し，結果として，ブリスタカード１００の進行が停止するこ
ととなる。図７（ｃ）は，停止レバー２４０のギア停止爪２４２が，巻き上げギア２５０
に噛みこんで，巻き上げギア２５０の回転を停止させた様子を示している。
【００５０】
　なお，本実施形態においては，停止レバー２４０のギア停止爪２４２が巻き上げギア２
５０に差し込まれることとなっているが，このギア停止爪２４２は，駆動ピンチローラ２
２１の回転軸２２１ａに取り付けられている駆動ギア２２３や，その他駆動ギア２２３と
連動するギアに差し込まれるものであってもよい。
【００５１】
　図７（ｃ）に示されるように，停止レバー２４０は，ブリスタカード１００の進行を適
切な位置で停止させるように設計されている。ここにいう，ブリスタカード１００の進行
を停止させる「適切な位置」とは，蓋シート１２０が基部シート１１０から剥離し，ブリ
スタ１１１が一つだけ開封されて，且つ，この開封された一つのブリスタ１１１がエアピ
ース２３０の吸入口２３１と対面する位置である。このように，ブリスタカード１００の
進行に連動させてブリスタカード１００を停止させることで，患者は，ブリスタ１１１を
一つずつ確実に開封していくことができるようになる。ブリスタ１１１がエアピース２３
０の吸入口２３１に対面し，ブリスタカード１００の進行が停止した段階で，患者は，エ
アピース２３０を咥えて，吸入口２３１を通じて，ブリスタ１１１内の薬剤を吸入するこ
とができる。
【００５２】
　薬剤の吸入が完了すると，停止レバー２４０の係止爪２４１は，現時点で差し込まれて
いるパーフォレーション１３２の孔部から外れる。その後，停止レバー２４０の係止爪２
４１は，パーフォレーション１３２の次の孔部に差し込まれる。このようにして，ブリス
タカード１００の進行に応じて，ブリスタ１１１がエアピース２３０の吸入口２３１と対
面する位置に到達する度に，ブリスタカード１００の進行が停止するようになる。なお，
停止レバー２４０の係止爪２４１をパーフォレーション１３２の孔部から解除するための
構成は，図示を省略している。停止レバー２４０の係止爪２４１を解除する機構は，停止
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レバー２４０を上方に少し持ち上げるだけの簡単な機構で実現できる。例えば，薬剤の吸
入が完了したときに，停止レバー２４０を上方に持ち上げる構成を設ければよい。例えば
，図示は省略しているが，吸入デバイス２００の筐体には，エアピース２３０を覆うため
の開閉可能なカバーを設けることができる。患者は，薬剤を吸入する際には，筐体のカバ
ーを開けてエアピース２３０を咥える。また，患者は，薬剤の吸入が完了すると，筐体の
カバーを閉じる。このため，筐体のカバーが閉じられた際に，このカバー開閉機構に連動
して，停止レバー２４０を上方に持ち上げる機構を設けることにより，簡単に停止レバー
２４０の係止爪２４１を解除することが可能である。例えば，停止レバー２４０のレバー
本体２４３に突起部などを設けると共に，筐体のカバーに突起棒を設け，筐体のカバーが
閉じられた際に，筐体の設けられた突起棒が，停止レバー２４０の突起部に接触して停止
レバー２４０を上方に向かって持ち上げることで，停止レバー２４０の係止爪２４１をパ
ーフォレーション１３２の孔部から解除する機構を設ければよい。
【００５３】
　図８は，ブリスタカード１００に含まれる全てのブリスタ１１１が開封された後の状態
を示している。図８に示されるように，全てのブリスタ１１１が開封されると，ブリスタ
カード１００は，排出側の搬送レーン２１２に位置することとなる。使用済みのブリスタ
カード１００は，その先頭部分が，排出側の搬送レーン２１２から突出する。このため，
使用済みのブリスタカード１００の先頭部分を指で摘んで，引き抜くことができる。使用
済みのブリスタカード１００のうち，基部シート１１０と蓋シート１２０は廃棄すればよ
い。他方，ブリスタカード１００のうち，カードベース１３０は，再利用可能である。
【００５４】
（３．ブリスタカード：第２の実施形態）
　図９は，ブリスタカード１００の第２の実施形態を示している。図９（ａ）は，ブリス
タカード１００の分解斜視図であり，図９（ｂ）は，組立状態のブリスタカード１００を
裏側からみた斜視図であり，図９（ｃ）は，組立状態のブリスタカードを表側からみた斜
視図である。図９（ａ）に示されるように，第２の実施形態において，ブリスタカード１
００は，基部シート１１０と，蓋シート１２０とにより構成される。第１の実施形態とは
異なり，第２の実施形態では，カードベース１３０が省略されている。その代わりに，第
２の実施形態では，カードベース１３０の機能を，基部シート１１０と蓋シート１２０が
担っている。
【００５５】
　図９（ａ）に示されるように，本実施形態では，複数のブリスタ１１１を有する基部シ
ート１１０と，この基部シート１１０に貼り合わせられる蓋シート１２０のそれぞれに，
パーフォレーション１３２が形成されている。このように，基部シート１１０と蓋シート
１２０にパーフォレーション１３２を形成することにより，ブリスタカード１００を，本
発明の吸入デバイス２００にセットして使用することができるようになる。この場合，基
部シート１１０は，蓋シート１２０よりも厚みのあるシートとすることが好ましい。例え
ば，基部シート１１０は，硬質のプラスチック等により形成し，その厚さが０．１ｍｍ～
５ｍｍ，又は１ｍｍ～３ｍｍ程度であることが好ましい。このように，基部シート１１０
に厚みをもたせることにより，吸入デバイス２００における停止レバー２４０の係止爪２
４１が，パーフォレーション１３２を構成する孔部に差し込まれやすくなる。なお，本実
施形態においても，蓋シート１２０の先端部分１２１は，基部シート１１０よりも長手方
向に延出していることが好ましい。
【００５６】
　なお，その他の実施形態において，パーフォレーション１３２は，基部シート１１０に
のみ形成することもできるし，蓋シート１２０にのみ形成することも可能である。
【００５７】
　以上，本願明細書では，本発明の内容を表現するために，図面を参照しながら本発明の
好ましい実施形態を説明した。ただし，本発明は，上記実施形態に限定されるものではな
く，本願明細書に記載された事項に基づいて当業者が自明な変更形態や改良形態を包含す
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【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は，薬剤の吸入デバイスに関する。従って，本発明は，例えば製薬産業において
利用されうる。
【符号の説明】
【００５９】
１００…ブリスタカード
１１０…基部シート　　　１１１…ブリスタ　　　　　　１１２…薬剤
１２０…蓋シート　　　　１２１…先端部分　　　　　　
１３０…カードベース　　１３１…開口部　　　　　　　１３２…パーフォレーション
１３３…切欠部
２００…吸入デバイス
２１０…搬送レーン　　　２１１…導入側の搬送レーン　２１２…排出側の搬送レーン
２１３…中央開口部　　　２１４…突起部　　　　　　　２１５…ストッパ
２２０…ピンチ機構　　　２２１…駆動ピンチローラ　　２２２…従動ピンチローラ
２２３…駆動ギア　　　　２２４…支持ブロック
２３０…エアピース　　　２３１…吸入口
２４０…停止レバー　　　２４１…係止爪　　　　　　　２４２…ギア停止爪
２４３…レバー本体　　　２４４…スライド開口部
２５０…巻き上げギア　　２５１…連動ギア
２６０…巻き上げレバー　２６１…レバー本体　　　　　２６２…ラックギア
２７０…蓋シート折曲片　２７１…片本体　　　　　　　２７２…支軸
２７３…折曲爪

【図１】 【図２】
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